
｢霊時」をめぐるく変成〉

本
稿
は
課
せ
ら
れ
た
課
題
に
対
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
を
考
察
の
材
料

（１）

と
し
て
問
題
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
書
物
と
し
て
の
『
日
本
書
紀
』
が
、

言
葉
の
〈
変
成
〉
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
在
り
よ
う
を
観
察
す
る
た

め
に
は
、
以
下
の
問
題
設
定
が
有
効
と
察
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
本
」

の
「
天
皇
」
を
語
る
「
歴
史
」
と
し
て
の
「
日
本
書
紀
」
に
お
い
て
、
「
中

国
（
漢
籍
）
」
の
「
皇
帝
」
に
関
わ
る
専
用
語
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
そ

の
語
が
ど
の
よ
う
な
〈
変
成
〉
を
被
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
被
ら
な

い
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
中
国
」
の
「
皇
帝
」
の
み
が
司

る
祭
り
ｌ
「
郊
祀
」
ｌ
と
な
ろ
う
。
「
郊
祀
」
は
、
中
国
の
皇
帝
の
特
権

（２）

的
祭
祀
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
平
安
期
に
桓
武
天
皇
が
郊
祀
を
行
っ
た
と

す
る
記
録
が
あ
る
も
の
の
、
「
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
郊
祀
」
の
例
は
、

後
掲
す
る
「
神
武
紀
」
四
年
春
二
月
条
（
以
下
、
「
当
該
条
」
）
の
一
例
の

み
で
あ
る
。
中
で
も
、
当
該
条
に
は
、
「
郊
祀
」
と
い
う
語
だ
け
で
な
く
、

「
郊
祀
」
に
関
わ
る
祭
祀
専
用
の
語
と
し
て
の
「
時
」
が
登
場
す
る
。
「
皇

帝
」
の
特
権
的
祭
祀
に
関
わ
る
専
用
語
が
、
「
天
皇
」
紀
に
使
わ
れ
る
と
き
、
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「
霊
塒
」
を
め
ぐ
る
八
変
成
Ｖ
山
田
純

は
じ
め
に ｌ

『
日
本
書
紀
』
「
神
武
紀
」
の
「
郊
祀
」
記
事
か
ら
Ｉ

「
時
」
の
意
味
に
〈
変
成
〉
が
起
こ
る
の
か
、
起
こ
ら
な
い
の
か
。
『
日
本

書
紀
」
の
「
時
」
を
、
〈
変
成
〉
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
本
稿
の

目的となる。
１
四
年
舂
二
月
条
の
「
時
」
と
、
漢
籍
の
訓
詰

四
年
春
二
月
壬
戌
朔
甲
申
、
詔
日
、
舟
瑠
弓
瑚
劃
調
也
、
創
臥
烈
陶
鼠
詞

州訓馴淵卿斗。今諸虜已平、海内無し事。可下以鼎洲訓對剣釧-、

用申中大孝上者也。乃立二＠調踊於割引川利一、其地号日二上

小野榛原・下小野榛原一・用祭翻署劃刻捌驍。

含
日
本
書
紀
』
「
神
武
紀
」
四
年
春
二
月
条
）

神
武
天
皇
が
「
郊
祀
」
を
行
い
、
「
霊
時
」
を
設
営
し
た
と
い
う
記
事

で
あ
る
。
こ
の
「
霊
時
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
短
い
当
該
条
の
中
に
も
、

そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
そ
れ
自
体
に
も
、
存
在
し
な
い
。
類
推
す
る
資
料

も
ま
た
な
い
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
「
霊
時
」
と
い
う
語
句
は
、
『
日
本

書
紀
」
内
部
で
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
語
と
し
て
在
る
。
「
日
本
」
を
語

（４）

る
史
書
で
あ
る
「
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
「
時
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
解
説
が
、
こ
れ
ま
で

果
た
さ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

-２９-



特集・変成する言葉

Ａ
時
は
、
説
文
に
「
天
地
五
帝
所
二
基
止
一
、
祭
地
也
…
」
と
あ
る
。

（５）

天
地
の
神
霊
を
祭
る
た
め
に
築
い
た
処
。

Ｂ
斎
場
。
「
時
」
は
、
『
説
文
』
に
「
天
地
五
帝
、
基
止
ス
ル
所
ノ

祭
地
也
」
、
「
万
象
名
義
」
に
「
祭
地
也
」
と
あ
る
。
「
文
選
』
巻

四
十
八
・
封
禅
文
に
「
濯
々
ダ
ル
鱗
、
彼
ノ
霊
時
二
勝
ブ
。
孟
冬

（６）

十
月
、
君
祖
キ
テ
郊
祀
ス
」
。

Ｃ
霊
時
。
上
小
野
榛
原
。
下
小
野
榛
原
。
時
、
玉
篇
云
、
諸
以
・
時
止
、

二
切
。
漢
書
云
、
秦
襄
公
攻
レ
戎
救
レ
周
。
列
為
二
諸
侯
一
而
居
レ
西
。

自
以
主
二
少
昊
之
神
一
・
作
二
西
時
一
祠
二
白
帝
一
・
献
公
自
以
レ
得
二

金
瑞
一
・
故
作
二
畦
時
櫟
陽
一
、
而
祭
二
白
帝
一
・
文
公
作
二
郷
時
一
・

宣
公
作
二
密
時
一
・
霊
公
於
二
呉
陽
一
作
二
上
時
一
祭
二
黄
帝
一
・
下
時

祭
二
炎
帝
一
也
。
榛
、
玉
篇
云
、
仕
銀
切
。
木
叢
生
。
兼
方
案
し
之
、

上
小
野
・
下
小
野
者
、
如
三
霊
公
之
作
二
上
時
・
下
時
一
・
立
二
祭

庭
於
両
所
一
、
於
二
上
小
野
一
祭
二
天
神
一
、
於
二
下
小
野
一
祭
二
地

（７）

祇一者歎。

い
ず
れ
も
、
漢
籍
に
よ
る
訓
詰
の
範
嬬
に
お
い
て
解
説
が
果
た
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
国
祭
祀
専
用
語
と
し
て
解
説

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
『
日
本
書
紀
」
の
文
脈
に
お
い
て
解
説

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
郊
祀
」
は
中
国
の
祭
祀
で
あ
る
た
め
、
そ
の
「
郊
祀
」

の
祭
祀
を
行
う
場
で
あ
る
「
時
」
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
歴
代
史
書

の
「
郊
祀
志
」
の
参
照
が
必
要
と
な
ろ
う
。
『
日
本
書
紀
』
が
参
照
し
た

『
漢
書
』
「
郊
祀
志
第
五
上
」
に
は
、
周
代
の
「
時
」
の
起
源
に
つ
い
て
の

（８）

具
体
的
な
歴
史
が
綴
ら
れ
る
。

１
（
周
公
旦
が
成
王
を
補
佐
し
て
礼
儀
制
度
を
確
立
し
て
か
ら
）
後

７
後
百
一
十
歳
、
周
撮
王
卒
、
九
鼎
入
二
於
秦
一
・
或
日
、
周
顯

３
自
レ
未
し
作
二
螂
時
一
、
而
雍
妾
故
有
二
呉
陽
武
時
一
、
雍
東
有
三

好
時
一
、
皆
廃
無
し
祀
。
或
日
、
自
レ
古
以
二
雍
州
積
高
、
神
明
之

隈一、故立レ時郊二上帝一、諸神祠皆聚云・蓋黄帝時嘗用し事、

雛
晩
周
一
亦
郊
焉
。
其
語
不
二
経
見
一
、
緒
紳
者
弗
レ
道
。

４
作
二
鄭
時
一
後
九
年
、
文
公
獲
レ
若
し
石
云
、
干
二
陳
倉
北
阪
一
城
、

祠
し
之
。
其
神
或
歳
不
レ
至
、
或
歳
数
。
来
也
常
以
レ
夜
、
光
輝

若
二
流
星
一
・
従
二
東
方
一
来
、
集
二
子
祠
城
一
、
若
二
雄
推
一
、
其
声

段
段
云
、
野
鶏
夜
鳴
。
以
二
一
牢
祠
し
之
。
名
日
二
陳
宝
一
・

５
作
二
陳
宝
祠
一
後
七
十
一
年
、
秦
徳
公
立
、
ト
レ
居
レ
雍
・
子
孫

飲
馬
於
河
一
、
遂
都
レ
雍
。
雍
之
諸
祠
自
レ
此
興
。
用
二
三
百
牢
於

郷時一・作二伏祠一・礁二狗邑四門一、以御二驫災一・後四年、

秦
宣
公
作
二
密
時
於
渭
南
一
、
祭
青
帝
一
・

６
自
三
秦
宣
公
作
二
密
時
一
後
二
百
五
十
年
、
而
秦
霊
公
於
一
呉
陽
一

作二上時一、祭二濁荊一、作二刊噸一、祭二凋荊一・後四十八年、

周
太
史
備
見
二
秦
献
公
一
日
、
周
始
与
二
秦
国
一
合
而
別
、
別
五
百

し西、自以為、手

２
其
後
十
四
年
、

載
当
二
復
合
一
、
合
七
十
年
而
伯
王
出
焉
。
僧
創
掴
囹
日
弔
１
獺
陽 ’ 十三世、世益衰、礼楽廃。幽王無し道、為二犬戎一所し敗、平王東徒二雛邑一・秦襄公攻レ戎救レ周、列為二諸侯一而居レ西、自以為主二少昊之神一、桐訓凹聞刈剖叫司剥酬。

案
文
公
東
猟
偏
之
門
、
｜
尼

○

ヨ
四
判◎
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｢霊時」をめく、るく変成〉

「
神
武
紀
」
に
お
い
て
「
時
」
が
建
て
ら
れ
た
の
は
前
掲
当
該
条
の
二

重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
鳥
見
山
中
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
所
に
つ
い
て
、

「
神
武
紀
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

十
有
二
月
癸
巳
朔
丙
申
、
皇
師
遂
撃
二
長
髄
彦
一
・
連
戦
不
し
能
二
取

勝
一
・
時
忽
然
、
天
陰
而
雨
氷
、
乃
有
二
金
色
霊
鶉
一
・
飛
来
止
二
子

王
之
四
十
二
年
、
宋
大
丘
社
亡
、
而
鼎
倫
．
没
於
泗
水
彰
城
下
一
・（９）

『
日
本
書
紀
」
編
述
者
が
参
照
し
た
と
言
わ
れ
る
『
漢
書
』
に
お
い
て
、

「
時
」
の
起
源
の
歴
史
が
以
上
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
参

照
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
「
時
」
の
解
釈
に
と
っ
て
一
定
の
効
果
が
あ

ろ
う
。
以
上
の
記
述
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

一
点
目
は
、
「
時
」
は
、
五
行
に
配
さ
れ
た
天
帝
「
五
帝
（
白
・
赤
・
青
・

黄
．
（
黒
）
）
」
を
祭
る
祭
庭
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
従

来
の
解
説
が
果
た
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
た
め
、
重
要
な
の
は
次
の
二
点

目
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、

天
帝
（
Ⅱ
上
帝
）
の
奇
蹟
が
顕
現
し
た
地
に
「
時
」
を
立
て
る
、
と
い
う

「
歴
史
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
時
」
と
は
、
漢
籍
の
訓
詰
を
必
要
と
す
る
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
漢
籍

を
参
照
す
る
と
、
天
帝
を
祭
る
祭
庭
の
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
成
立

に
お
い
て
は
、
天
帝
が
奇
蹟
を
起
こ
し
た
場
所
、
す
な
わ
ち
、
天
帝
の
意

志
が
顕
現
し
た
場
所
に
立
て
ら
れ
る
も
の
、
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
は
、
「
神

武
紀
」
の
「
時
」
が
、
こ
の
「
郊
祀
志
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
を
確

認しよう。２
「
神
武
紀
」
の
な
か
で

退
還
示
し
弱
、
礼
引
祭
神
祇
一
、
背
負
二
日
神
之
威
一
、
随
し
影
圧
踊
。

（
即
位
前
紀
・
戊
午
年
・
夏
四
月
条
）

こ
の
「
背
負
二
日
神
之
威
一
」
と
い
う
文
脈
に
従
い
、
日
神
の
奇
跡
（
金

鶉
飛
来
）
が
起
き
る
の
で
あ
る
。
結
果
、
そ
の
地
に
「
時
」
が
建
て
ら
れ

た
と
「
神
武
紀
」
は
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
記
述
は
、
「
郊
祀
志
」

の
「
歴
史
」
に
準
ず
る
も
の
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
天
帝
の

奇
蹟
が
起
き
た
場
所
で
天
帝
を
祭
る
、
そ
の
祭
庭
と
し
て
の
「
時
」
と
い

う
理
解
で
あ
る
。

皇
弓
之
餌
一
・
其
鶏
光
曄
燈
、
状
如
二
流
電
一
・
由
し
是
、
長
髄
彦
軍

卒
皆
迷
眩
、
不
二
復
力
戦
一
。
（
即
位
前
紀
・
戊
午
年
．
十
二
月
条
）

長
髄
彦
と
の
戦
い
に
お
い
て
、
「
金
色
霊
鶉
」
が
飛
来
し
、
勝
利
す
る

場
面
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
「
及
三
皇
軍
之
得
二
鶉
瑞
一
也
、
時
人
価
号
二
鶏

邑
一
・
今
云
二
鳥
見
一
、
是
誰
也
」
と
い
う
地
名
の
起
源
と
な
っ
た
こ
と
が

語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
時
」
が
立
て
ら
れ
た
の
は
、
「
鳥
見
山
中
」
で
あ

り
、
そ
こ
は
「
金
色
霊
鶏
」
が
飛
来
し
た
故
地
な
の
で
あ
っ
た
。
今
、
「
郊

祀
志
」
の
「
櫟
陽
雨
し
金
、
献
公
自
以
為
得
二
金
瑞
一
」
と
比
較
す
る
た
め

に
、
「
金
色
霊
鶉
」
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
こ
う
。
「
金
色
霊
鶉
」
が
「
日

神
」
の
起
こ
し
た
奇
跡
で
あ
る
こ
と
が
読
解
で
き
る
の
は
、
以
下
の
記
述

に
従
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

今
我
是
日
神
子
孫
、
而
向
レ
日
征
し
虜
、
此
逆
二
天
道
一
也
。
不
し
若
、

以
上
、
こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
「
神
武
紀
」
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』

-３１-

金
雨
降
る
（
櫟
陽
）

←
畦
時
設
営
（
櫟
陽
）

『漢書』「郊祀志」

金
鶏
飛
来
（
鳥
見
山
）

←
霊
時
設
営
（
鳥
見
山
）

「日本書紀」「神武紀」

奇
蹟
顕
現
（
顕
現
の
地
）

←
○
時
設
営
（
顕
現
の
地
）

構造



特集・変成する言葉

に
お
け
る
「
時
」
の
意
味
は
漢
籍
的
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

構
造
的
と
い
う
意
味
で
は
、
「
時
」
の
意
味
は
、
『
漢
書
』
と
『
日
本
書
紀
』

の
間
で
は
、
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
漢
書
』
の
「
時
」
に
お
け
る
、

「
○
時
」
と
い
う
用
法
も
、
「
霊
時
」
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
前
掲
の
『
釈
紀
』
が
、
「
上
小
野
・
下
小
野
者
、
如
三
霊
公
之
作
二

上
時
・
下
時
一
」
と
し
て
、
「
神
武
紀
」
の
当
該
条
を
「
郊
祀
志
」
と
重

ね
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
、
す
な
わ
ち
、
「
上
時
・
下
時
」
を
典

拠
と
し
て
想
起
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
両
者
の
意
味
は
近
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
」
「
神
武
紀
」
の
「
時
」
は
、
「
郊
祀
志
」
の
「
時
」
の
「
歴
史
」

に
即
し
た
形
で
「
歴
史
」
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
意
味
も
漢

文
脈
に
お
け
る
「
時
」
と
し
て
把
握
可
能
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

ま
ま
、
こ
の
「
時
」
の
意
味
は
、
漢
籍
の
文
脈
に
還
元
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
「
時
」
は
、
〈
変
成
〉
を
被
ら
な
い
、
非
常
に
中
国
的
な
も
の
と
し

て
ｌ
「
郊
祀
」
の
専
用
語
と
し
て
ｌ
そ
の
ま
ま
に
、
あ
る
。

そ
の
と
き
、
「
時
」
の
前
後
が
〈
変
成
〉
し
て
し
ま
う
こ
と
に
我
々
は

気
づ
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
本
来
距
離
が
あ
る
は
ず
の
「
漢
書
」
「
郊
祀
志
」
と
「
日

本
書
紀
』
「
神
武
紀
」
が
、
「
時
」
を
媒
介
と
し
て
、
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
時
」
の
意
味
が
確
固
と
し
て
中
国
的
な
も
の

と
し
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
、
「
郊
祀
志
」
と
「
神
武
紀
」
が
近
し
い

も
の
と
な
り
、
結
果
、
「
神
武
紀
」
が
「
時
」
で
祭
る
対
象
ｌ
つ
ま
り
「
天
神
」

ｌ
が
、
「
天
帝
」
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
現
象
が
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
「
天
皇
紀
」
の
な
か
で

言
い
換
え
れ
ば
、
「
神
武
紀
」
の
当
該
条
に
お
い
て
、
「
時
」
で
祀
る
存
在

「
天
神
」
の
向
こ
う
側
に
、
「
天
帝
」
が
透
か
し
見
え
る
状
態
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
「
神
武
紀
」
に
お
い
て
、
「
時
」
を
媒
介
と
し
て
、

「
天
帝
」
と
「
天
神
」
が
重
ね
合
わ
せ
て
観
想
可
能
と
な
っ
て
い
る
現
象

に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
・
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
神
武
紀
」

が
「
郊
祀
」
し
た
の
は
、
「
天
帝
」
で
は
な
い
。
「
天
帝
」
と
い
う
語
は
「
日

本
書
紀
」
に
は
存
在
し
な
い
。
一
方
で
、
「
郊
祀
１
時
」
の
構
造
は
、
「
天

神
」
の
向
こ
う
側
に
「
天
帝
」
が
透
か
し
見
え
る
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
天
神
」
の
内
実
を
決
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
当
該
「
郊
祀
」
の
対
象
は
、
従
来
「
皇
祖
天
神
」
と
し
て
、
「
皇

祖
」
と
「
天
神
」
を
一
体
の
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
き
た
。
こ
こ
は
二
祖

配
祀
で
あ
る
か
ら
、
一
体
の
も
の
と
す
る
解
釈
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
実
を
「
高
皇
産
霊
尊
」
か
「
天
照
大
神
」
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
と

と
る
従
来
説
は
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ま
ず

は
従
来
説
に
従
っ
て
諸
説
あ
る
「
皇
祖
天
神
」
の
内
実
を
追
っ
て
い
こ
う
。

大
系
頭
注
は
こ
れ
を
「
高
皇
産
霊
尊
」
と
と
る
。
他
方
、
大
館
真
晴
氏
は

（旧）

「
天
照
大
神
」
と
す
る
。
以
下
、
大
館
氏
の
論
孜
に
導
か
れ
な
が
ら
、
少
々

の
分
析
を
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「
神
武
紀
」
に
お
け
る
「
皇
柤
」
は
、
「
天
照
大
神
」
で
良
い
だ

ろ
う
。
以
下
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

天皇日、此烏之来、自叶二祥夢一・大哉、赫実。型矧罫曲刃

照
大
神
、
欲
三
以
助
。
成
基
業
一
乎
。

こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
「
日
神
之
威
」
を
期
待
し
、
実
際
に
「
金
鶉
」

、

、

、

の
飛
来
と
い
う
奇
蹟
が
あ
っ
た
こ
と
に
従
い
、
「
我
皇
祖
之
霊
也
、
印

」
と
あ
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
参
照
で
き
よ
う
。

-３２-



｢霊時」をめぐるく変成〉

示
し
弱
、
杣
訓
淵
側
澗
却
背
負
二
印
禰
劃
崩
一
、
随
し
影
圧
踊
」
と
あ
る
部

分
に
お
い
て
、
「
金
色
霊
鶏
」
の
出
現
に
よ
っ
て
戦
勝
を
得
た
、

士
一
…
而
敬
二
祭
天
神
地
祇
一
・
・
：
今
以
二
高
皇
詞
座
霊
尊
一
、
朕
親

作二顯斎一・：。

（
即
位
前
紀
・
戊
午
年
・
九
月
条
）

夢
の
中
に
現
れ
た
「
天
神
」
が
高
皇
産
霊
尊
と
天
照
大
神
と
、
ど
ち
ら

を
指
定
し
て
い
る
か
が
確
認
で
き
れ
ば
、
「
神
武
紀
」
当
該
条
に
お
け
る
「
天

神
」
の
指
定
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
こ
は
大
和
平
定
を
目
前
と
し
た
場

面
で
、
こ
こ
で
の
一
連
の
祭
祀
の
あ
と
、
長
髄
彦
撃
破
を
達
成
し
、
大
和

平
定
が
成
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
夢
の
「
天
神
」
の
教

え
通
り
に
神
祇
祭
祀
を
行
い
、
最
終
的
に
、
「
高
皇
産
霊
尊
」
を
祭
祀
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
夏
四
月
条
に
、
「
退
還

は
並
列
し
て
「
天
神
」
と
あ
る
。
一
方
で
、
「
神
武
紀
」
進
行
に
伴
い
、
「
天

照
大
神
」
は
「
皇
祖
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た

高
皇
産
霊
尊
の
方
は
、
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
ろ
う
。

是
夜
自
祈
而
寝
。
夢
有
二
刃
測
一
訓
レ
之
日
、
宜
レ
取
二
天
香
山
社
中

、

、

む
ろ
ん
「
神
代
紀
」
に
、
「
皇
祖
高
皇
産
霊
尊
」
と
あ
り
、
天
照
大
神
は
「
日

神」限定であることは問題である脚、それでも、「天」を舞台

に
し
た
「
神
代
紀
」
と
、
「
地
」
を
舞
台
と
し
た
「
神
武
紀
（
天
皇
紀
）
」

と
で
は
、
神
々
に
対
す
る
認
識
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な

視
座
に
立
て
ば
、
「
神
武
紀
」
以
降
の
「
天
神
」
と
、
「
神
代
紀
」
の
そ
れ

（吃）

と
の
間
に
は
、
断
層
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
皇
祖
」

を
考
え
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
「
天
神
」
に
つ
い
て
も
ま
た
、
「
神
武
紀
」

の
な
か
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
神
武
紀
」
に
お
け
る
「
天
神
」
を
見
て
み
る
と
、
「
神
武
紀
」
冒
頭
部

、

、

に、「昔我天神、
高
皇
産
霊
尊
・
大
日
婁
尊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
両
者

「
副
禰
劃
威
」
Ⅱ
「
天
照
大
神
」
の
助
け

と
、
夢
の
教
え
に
従
っ
て
神
祇
を
祭
祀
す
る
こ
と
で
戦
勝
を
得
た
、

昂
淵
澗
襯
澗
」
Ⅱ
「
高
皇
産
霊
尊
」
の
夢
の
教
え

と
が
、
対
称
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
高
皇
産
霊
尊
」
は
「
天
神
」
の
代
表
格
と
し
て
祭
ら

れ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
か
で
も
「
神
武
紀
」
に
お
い
て
は
、

、

、

先
の
「
昔
我
天
神
、
高
皇
産
霊
尊
・
大
日
雲
尊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
す
と
、

「
天
神
・
高
皇
産
霊
尊
」
と
把
握
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
ず
は
、

「
天
神
・
高
皇
産
霊
尊
」
／
「
皇
祖
・
天
照
大
神
」

と
い
う
対
称
構
造
が
「
神
武
紀
」
に
は
あ
る
、
と
把
握
し
よ
う
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
分
類
行
為
自
体
が
迂
遠
で
あ
る
こ
と
が
、

以
下
で
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
「
郊
祀
」
自
体
が
、
「
天

帝
」
と
「
祖
先
神
」
を
対
置
・
配
当
、
す
な
わ
ち
同
一
視
し
て
祭
る
祭

祀
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
皇
祖
天
神
」
は
「
天
照
大
神
」
か
「
高
皇
産
霊

尊
」
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
指
す
表
現
な
の
で
は
な
く
、
訓
読
と
し

こ
う
そ
て
ん
じ
ん

て
は
「
皇
祖
・
天
神
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
意
味
と
し
て
は

こ

う

そ

で

も

あ

り

て

ん

じ

ん

で

も

あ

る

「
皇
祖
×
天
神
（
天
照
大
神
×
高
皇
産
霊
尊
）
」
と
い
う
同
一
視
さ
れ
た
神

格
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

そ
も
そ
も
「
郊
祀
」
と
は
難
解
な
祭
祀
で
、
時
代
状
況
や
書
籍
に
よ
っ

て
差
異
が
あ
り
、
そ
の
定
義
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
お

よ
そ
八
世
紀
の
中
国
が
準
拠
し
て
い
く
儒
教
的
な
「
郊
祀
」
の
完
成
（
と

い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
が
）
は
、
前
漢
末
の
王
葬
の
改
革
に
端
を
発
す
る
。

こ
の
改
革
が
、
後
に
「
元
始
中
の
故
事
」
と
し
て
、
後
漢
祭
祀
の
方
針
と

４
、
〈
変
成
〉
す
る
「
皇
祖
天
神
」

-３３-



特集・変成する言葉

（旧）

し
て
確
認
さ
れ
、
祭
祀
体
制
が
完
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

王
葬
の
「
郊
祀
」
の
特
徴
は
、
天
帝
と
祖
先
（
神
）
を
対
置
・
配
当
し

（脚）

て
、
並
べ
て
祭
る
こ
と
に
あ
る
。

平
帝
元
始
五
年
、
大
司
馬
王
葬
奏
言
、
王
者
父
。
事
天
一
、
故
爵
称
二

天
子
一
・
孔
子
日
、
人
之
行
莫
レ
大
二
於
孝
一
、
孝
莫
レ
大
二
於
厳
頑
父
、

厳
し
父
莫
レ
大
二
於
配
Ｆ
天
。
王
者
尊
二
其
考
一
、
欲
二
以
配
ｒ
天
、
縁
二

考
之
意
一
、
欲
し
尊
レ
祖
、
推
而
上
し
之
、
遂
及
二
始
祖
一
・
是
以
⑤
周

（「漢書』「郊祀志第五下」）

王
は
、
天
を
父
と
し
て
仕
え
る
か
ら
「
天
子
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、

人
の
行
い
の
う
ち
で
、
最
も
尊
い
の
は
「
孝
」
で
あ
り
、
父
を
尊
ぶ
こ
と

で
あ
る
。
父
を
尊
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
父
を
天
に
配
当
す
る
こ
と
ほ
ど
尊

い
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
父
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
遡
れ
ば
始

祖
を
尊
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
始
祖
を
天
帝
に
配
当
す
る
の

が
良
い
、
と
い
う
の
が
大
意
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
ま

ま
「
郊
祀
」
に
影
響
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
た
い

伽、「神武紀」においてはいささか中国とは局面を異にするようだ。

と
い
う
の
は
、
こ
の
「
郊
祀
」
に
お
い
て
「
大
孝
」
を
果
た
そ
う
と
い

う
の
が
当
該
条
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
大
孝
」
は
、
「
天
帝
」
に
「
祖
先
神
」

を
配
当
す
る
と
い
う
、
王
葬
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
孝
」
を
敷
桁
し
、
「
天

帝
」
と
「
祖
先
神
」
と
の
国
家
的
規
模
の
関
係
性
を
樹
立
す
る
行
為
だ
か

（脂）

ら
で
あ
る
。
「
神
武
紀
」
に
お
い
て
は
、
「
天
神
」
と
「
皇
祖
」
の
関
係
は
、

対
置
・
配
当
関
係
と
し
て
樹
立
し
た
と
、
当
該
条
に
お
い
て
は
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
、
当
該
条
の
「
郊
祀
」
は
、
あ
く
ま
で
中
国
に
準
拠
す
る

蛮
郊
。
祀
后
程
一
以
配
レ
天
、
宗
。
祀
文
王
於
明
堂
一
以
配
二
上
帝
一

○

図
謝
憎
澗
咄
訓
到
。
用
し
汝
為
二
斎
主
一
、
授
以
二
厳
媛
之
号
一
、
而
名
二

其所置埴会一、為二厳尭一．

こ
こ
で
は
、
神
武
天
皇
が
大
和
平
定
を
前
に
し
て
、
高
皇
産
霊
尊
を
「
顯

齋
」
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
「
顯
齋
」
と
は
、
大
系
頭
注
に
、

あ
ら
は

顕
露
に
見
え
な
い
神
の
身
を
、
顕
に
見
え
る
よ
う
に
し
て
斎
き
祭
る

こ
と
を
顕
斎
と
い
う
。
天
皇
親
ら
高
皇
産
霊
尊
と
な
る
儀
を
行
う
ま

ま
に
、
高
皇
産
霊
尊
の
霊
が
神
武
天
皇
の
身
に
愚
り
っ
い
て
、
現
に

神
と
現
わ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

と
あ
る
よ
う
に
、
神
武
天
皇
の
身
に
高
皇
産
霊
尊
を
寄
り
つ
か
せ
て
、
神

武
天
皇
自
ら
が
高
皇
産
霊
尊
と
し
て
祭
ら
れ
る
対
象
に
な
る
祭
り
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
顯
齋
」
に
倭
訓
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
た
と
き
、
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
倭
語

「
う
つ
し
・
い
は
ひ
」
の
文
脈
で
は
、

ま
さ
に
折
口
の
想
定
す
る
魂
（
神
霊
）
を
一
所
に
留
め
て
遊
離
し
な

い
状
態
に
保
つ
こ
と
に
そ
の
主
眼
が
あ
る
。

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
武
が
高
皇
産
霊
尊
の
魂
を
「
い
は
い
」
込
め
て
、
神

も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
〈
変
成
〉
が
起
き
て
い
る
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
当
該
条
は
「
神
武
紀
」
と
い

う
書
物
の
場
に
あ
っ
て
、
そ
の
前
後
の
文
脈
の
枠
内
に
置
か
れ
て
い
る
た

め
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
神
武
紀
」
に
だ
け
現
れ
る
「
天
神
・

高
皇
産
霊
尊
」
と
「
神
武
天
皇
」
と
の
特
殊
な
関
係
性
の
中
に
置
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
物
を
場
と
し
て
、
〈
変
成
〉
が
起
き
て
い

る
瞬
間
で
あ
る
。

而
捗
二
子
丹
生
川
上
一
、
用
祭
二
天
神
地
祇
一
。
（
中
略
）
時
勅
一
道
臣

命一、今以一一高皇産霊尊一、
朕
親
作
顯
斎
顯
斎
、
此
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｢霊時」をめぐるく変成〉

（Ｆ）

武
Ⅱ
高
皇
産
霊
尊
と
な
る
状
態
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
天
神

Ⅱ
高
皇
産
霊
尊
Ⅱ
神
武
」
と
語
ら
れ
る
の
が
「
神
武
紀
」
の
文
脈
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
「
顯
齋
」
の
故
事
が
、
初
代
天
皇
の
天
皇
紀
に
記
さ
れ
た

こ
と
を
重
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
顯
齋
」
が
一
度
き
り
の
、

逆
に
言
え
ば
、
祭
り
が
終
わ
れ
ば
神
武
は
た
だ
の
人
の
身
に
戻
る
と
い
う
、

理
解
を
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
初
代
天
皇
も
ま
た
、
以
後

の
天
皇
た
ち
に
と
っ
て
は
「
始
祖
」
に
当
た
る
。
傍
線
部
⑥
の
よ
う
に
、

周
公
旦
が
周
の
初
代
「
文
王
」
を
「
上
帝
」
に
配
当
し
た
の
と
同
じ
よ
う

に
、
初
代
天
皇
も
ま
た
、
天
神
高
皇
産
霊
尊
と
対
置
・
配
当
の
関
係
に
置

か
れ
る
の
で
あ
る
。

后
程
（
周
王
室
の
祖
）
↑
「
郊
祀
・
配
天
」

文
王
（
初
代
周
王
）
↑
「
配
天
帝
」

ア
マ
テ
ラ
ス

皇
祖
（
天
皇
家
の
祖
）
↑
「
郊
祀
・
配
天
」

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

神
武
（
初
代
天
皇
）
↑
「
配
天
神
」
（
顯
齋
）

し
か
も
、
「
天
神
Ⅱ
高
皇
産
霊
尊
Ⅱ
神
武
天
皇
」
と
い
う
構
造
は
、
「
郊
祀
」

を
語
る
「
神
武
紀
」
に
お
い
て
、
特
殊
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
神
武
紀
」
は
「
郊
祀
志
」
が
述
べ
る
「
対
置
．

配
当
」
の
「
配
天
」
の
内
実
を
敷
桁
し
、
同
一
化
そ
の
も
の
と
し
て
語
り

直
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
倭
訓
と
い
う
あ
り
方
が
示
す
よ
う
に
、

「
日
本
」
だ
け
の
特
殊
な
祭
祀
方
法
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
、

こ
の
よ
う
に
「
皇
帝
」
が
「
天
帝
」
そ
の
も
の
に
な
る
よ
う
な
祭
祀
は
存

、

、

、

、

、

、

、

、

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
日
本
書
紀
』
が
語
る
と
こ
ろ
に
お
い

、

、

●

●

●

●

●

●

●

て
は
、
中
国
に
は
「
う
つ
し
．
い
は
い
」
と
い
う
祭
祀
が
存
在
し
て
い
な

い
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
、
「
天
神
Ⅱ
高
皇
産
霊
尊
Ⅱ
神
武
天
皇
」
の
文
脈
に
お
い

て
「
時
」
が
現
れ
る
と
き
、
こ
の
「
時
」
は
中
国
的
で
あ
り
な
が
ら
、
中

国
的
な
祭
祀
体
系
を
破
壊
す
る
方
向
に
現
象
す
る
。
図
示
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
は
「
時
」
を
媒
介
と
し
て
、
「
郊
祀
」
の
構
造

が
示
さ
れ
る
。

①
「
神
武
紀
」
の
郊
祀
：
．
郊
祀
（
天
皇
）
１
１
↓
天
神

「
郊
祀
志
」
の
郊
祀
…
郊
祀
（
皇
帝
）
１
１
↓
天
帝

構
造
的
な
反
復
関
係
で
あ
る
。
こ
の
構
造
の
提
示
に
よ
っ
て
、
「
神
武

紀
」
は
「
郊
祀
志
」
的
な
枠
組
み
を
示
す
。
い
わ
ば
、
神
と
天
皇
の
関
係

を
、
「
郊
祀
志
」
の
構
造
を
使
用
し
て
整
序
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
を
同
じ
く
し
て
利
用
し
、
中
身
の
整
理
を
行
う
。
皇
帝
と
天
皇

が
「
郊
祀
」
す
る
の
は
、
同
じ
「
天
帝
（
Ⅱ
天
神
こ
だ
と
い
う
こ
と
が
、

構
造
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ダ
ブ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
を
誘

う
構
造
が
、
「
神
武
紀
」
の
中
で
は
、
以
下
の
内
実
を
抱
え
て
い
る
。

②
天
神
罰
塙
槌
雌
霊
）
神
武
蔀
鍬
鯏
謝
尊
）

一

一

｜

天

帝

天

帝

③珂幟淵卜吋る構造

（馴祀・）

天帝・祖先神↑１１天子緯）

｜
｜

皇
祖
「
天
照
大
神
」
×

天神「高皇産霊尊（Ⅱ神武）」ＩⅡⅡ神武罰獣剛豊尊）

１

（梛祀・）

時 時
一

１■■■■■■■■■

｜’
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特集・変成する言葉

初
代
天
皇
を
語
る
「
神
武
紀
」
だ
か
ら
こ
そ
、
「
天
皇
」
の
「
天
神
」

に
対
す
る
位
置
づ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
地
上
の
「
天
皇
」

と
天
上
の
「
天
神
」
の
関
係
性
が
整
理
さ
れ
、
結
果
と
し
て
の
「
郊
祀
」

失
効
の
「
歴
史
」
が
語
ら
れ
る
「
神
武
紀
」
が
描
く
世
界
と
は
、
「
天
帝
」

も
「
天
命
」
も
な
い
世
界
の
出
発
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
的
な
枠
組
み
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
中
国
よ
り
も
上
位
の
「
日
本
」
、

「
皇
帝
」
よ
り
も
上
位
の
「
天
皇
」
、
そ
し
て
「
天
帝
」
よ
り
も
上
位
の
「
皇

祖
天
神
」
、
以
上
の
よ
う
な
観
念
的
世
界
の
出
発
と
し
て
の
「
神
武
紀
」
。

ま
ず
は
〈
変
成
〉
と
い
う
観
点
か
ら
「
神
武
紀
」
を
見
た
と
き
、
こ
の
よ

う
な
次
第
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

中
国
と
同
じ
「
時
」
・
「
郊
祀
」
を
媒
介
と
し
て
、
中
国
の
「
天
帝
」
に

対
応
す
る
「
皇
祖
×
天
神
（
神
武
と
を
整
序
し
て
い
る
「
神
武
紀
」
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
で
あ
ら
わ
れ
る
「
皇
柤
×
天
神
」
と
は
、
「
高
皇
産
霊
尊
」

と
「
天
照
大
神
」
と
「
神
武
」
と
が
同
一
体
と
し
て
観
想
可
能
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
公
旦
に
よ
る
「
天
帝
↑
祖
先
神
・
初
代
」
と

い
う
祭
祀
を
構
造
的
に
反
復
し
、
「
天
神
↑
皇
祖
・
初
代
」
と
い
う
「
神

武
紀
」
の
叙
述
、
す
な
わ
ち
、
「
「
天
帝
Ⅱ
天
神
」
と
一
体
で
あ
る
「
天
皇
」

に
配
さ
れ
た
神
武
天
皇
と
い
う
「
歴
史
」
叙
述
の
結
果
、
以
降
の
天
皇
紀

で
は
「
郊
祀
」
の
必
要
性
が
消
失
す
る
の
だ
。
「
天
皇
」
が
そ
の
ま
ま
「
天

帝
」
な
の
で
あ
り
、
「
郊
祀
す
る
／
さ
れ
る
」
対
象
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
命
令
は
「
天
命
」
に
等
し
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
天
命
」
そ
の
も

の
が
失
効
し
て
し
ま
う
。
天
皇
が
発
す
る
詔
勅
そ
れ
自
体
が
「
天
命
」
と

し
て
臣
下
に
布
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

お
わ
り
に

あ
く
ま
で
観
念
的
世
界
で
は
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
そ
れ
は
高
度
に
整

理
さ
れ
た
神
学
的
観
念
世
界
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
超
越
」
へ
の
高

度
な
観
想
の
あ
り
よ
う
は
、
次
に
『
日
本
書
紀
』
を
通
し
て
中
世
の
伊
勢

に
現
れ
、
反
復
さ
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
伊
藤
氏
の
論
に
詳
し
い
。

注
（
１
）
本
稿
は
「
二
○
一
三
年
度
古
代
文
学
会
連
続
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
変

成
す
る
言
葉
ｌ
古
代
文
学
の
書
物
・
身
体
・
知
ｌ
」
、
第
二
回
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
書
紀
」
」
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
原
稿
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
パ
ネ
リ
ス
ト
は
筆
者
と
伊
藤
聡
氏
、
司
会

は
遠
藤
耕
太
郎
氏
で
あ
っ
た
。

（
２
）
金
子
修
一
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
」
（
二
○
○
一
年
一
月
汲
古

書院）。

（
３
）
テ
キ
ス
ト
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
る
。
旧
字
は
新
字

に
改
め
た
。
以
下
同
じ
。

（
４
）
神
野
志
隆
光
『
古
代
天
皇
神
話
論
』
（
一
九
九
九
年
十
二
月
若
草

書房）。

（
５
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
頭
注
の
指
摘
。

（
６
）
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
の
指
摘
。

（
７
）
『
釈
日
本
紀
」
巻
九
「
述
義
五
・
神
武
・
霊
時
」
。
テ
キ
ス
ト
は
新

訂
増
補
国
史
大
系
本
に
拠
る
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
以
下
同
じ
。

（
８
）
テ
キ
ス
ト
は
中
華
書
局
本
に
拠
る
。
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
以

下同じ。

（
９
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
」
（
一
九
六
二
年
九
月

塙書房）。

（
蛆
）
大
館
真
晴
「
神
武
紀
四
年
二
月
条
に
み
る
皇
柤
天
神
祭
祀
の
記
載

意
図
ｌ
「
大
孝
」
・
「
郊
祀
」
と
い
う
表
現
を
手
掛
り
に
ｌ
」
昌
野
州

國
文
學
』
第
七
十
一
号
二
○
○
三
年
三
月
）
。
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（
Ⅳ
）
松
田
浩
「
万
葉
の
「
い
は
ひ
」
と
折
口
の
「
い
は
い
」
」
会
日
本
文
学
』

ざ
孟
孟
二
○
一
二
年
五
月
）
。

（
略
）
呉
哲
男
「
古
事
記
の
世
界
観
」
含

（
二
○
○
八
年
六
月
吉
川
弘
文
館
）
）
。

（
Ⅱ
）
前
掲
注
（
４
）
神
野
志
論
。

（
皿
）
青
木
周
平
『
古
事
記
研
究
卵
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
責
一
九
九
四

年
十
二
月
お
う
ふ
う
）
は
、
『
日
本
書
紀
」
の
天
神
に
は
、
「
多
少

問
題
が
あ
」
り
、
『
日
本
書
紀
』
の
「
天
神
」
の
用
例
は
、
「
神
武
即

位
前
紀
ま
で
と
そ
れ
以
後
と
で
は
扱
い
を
異
に
す
る
」
と
し
て
、
「
祭

祀
の
対
象
と
し
て
「
天
神
」
は
あ
ら
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
過
）
前
掲
注
（
２
）
金
子
論
に
拠
る
。

（
ｕ
）
前
掲
注
（
２
）
金
子
論
に
拠
る
。

（
旧
）
前
掲
注
（
２
）
金
子
論
で
は
、
中
国
で
は
「
大
唐
開
元
礼
一
に
お

前
掲
注
（
２
）
金
子
論
に
拠
る
。

前
掲
注
（
２
）
金
子
論
で
は
、
中
国
で
は
「
大
唐
開
元
礼
」
に
お

い
て
、
皇
帝
の
自
称
が
天
帝
に
対
し
て
の
「
天
子
」
と
、
祖
先
神
に

対
し
て
の
「
皇
帝
」
と
で
、
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
天
帝
と
祖
先
神
を
、
同
一
的
に
配
祀

し
な
が
ら
も
、
両
者
を
分
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
三
浦
佑
之
編
『
古
事
記
を
読
む
』
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